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今年度要求のポイント

基幹相談支援センター事業

区分
重点

(単位　千円)

3 局・課名 健康福祉局・障害施策推進課7 2
マスタープラン
３つの挑戦

－
マスタープラン

施策番号
1整理番号 11 - 024

事業期間 H24　～　H

平成24年度決算額

H24健康福祉プラザ開設（事業開始） 継続実施

【経過（～25年度）】 【26年度】

堺市立健康福祉プラザ内に総合相談情報センターを設置し、専門職等を配置し
て、区障害者基幹相談支援センターと一体的に、以下業務を行う。
なお、当該センターは、障害者自立支援法上の基幹相談支援センターに位置づ
けられ、区単位で設置されるものを取りまとめる、広域的な基幹相談支援セン
ターである。

【広域的・総合的な相談支援】
　区障害者基幹相談支援センター、健康福祉プラザ内各機関、その他相談支援
機関等と連携し、広域的・総合的な相談支援を実施する。
【広域的な総合コーディネート】
　市全域を対象に、関係機関と連携・協働し、支援ネットワークの構築を図
る。その一環として、市障害者自立支援協議会において中核的な役割を果たす
と共に、地域生活移行のコーディネート、研修、啓発等を実施する。
【情報センター】
　障害福祉サービス等の情報を収集し、わかりやすい（検索等が可能な）形で
の情報提供を実施する。

事業目的

事業内容

委託料等

その他

44,28343,71143,591

44,283 人件費、事業費等

内容・積算等項目

平成23年度までの障害者相談支援に関する事業を再編し、平成24年度より当該事
業として開始した。その実績等を踏まえつつ、外部研修参加費増加等に対応する
ため、増額要求とした。

25年度予算

主な要求内容 （単位：千円）

平成25年度予算額 平成26年度要求額

全体事業費

26年度要求額

43,711

継続実施（法改正等に応じた検討）

【今後（27年度～）】

その他　特記事項

障害者虐待防止法や障害者総合支援法の施行等
により、障害者等の支援の入り口に位置する当該事
業の位置づけは、障害福祉行政においてますます
重要な位置を占めていくことが想定される。

スケジュール（経過及び今後展開）

合計 44,283

関連事業

事 業 名 総合相談情報センター事業

43,711

事 業 費

障害者への相談支援や、関係機関のコーディネート等を行うことによ
り、障害者の相談支援体制を強化する。
また、障害者にとって必要な各種情報を収集・集約し、わかりやすい
形で情報発信を行うことにより、障害者の社会参加等を促進する。


